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に
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
も
、
一
意
図
し
た
結
果
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
聴
席
期
せ
ぬ
偶

然
の
場
合
も
あ
る
。
君
主
に
は
時
代
の
要
請
を
洞
察
す
る
英
明
な
皇
帝
も
い
れ

ば
、
人
事
不
省
に
近
い
暗
愚
な
皇
-
帝
一
も
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
と
人
聞
の
複
雑
さ
を
捨
象
し
て
、
上
記
二
種
の
人
関
の
み
を

登
場
さ
せ
、
そ
こ
に
皇
一
帝
支
配
の
強
化
と
儒
教
の
努
節

・
迎
合
を
基
軸
と
す

る
、
一
見
理
路
整
然
と
し
た
儒
教
成
立
史
を
描
く
こ
と
に
、
危
険
性
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
中
園
は
、
政
治
が
す
べ
て
を
支
配
せ
ん
と
す
る
世
界
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
偶
数
の
成
立
が
園
家
権
力
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
は
、
論

を
侠
た
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
賞
事
者
た
る
儒
教
側
の
立
場
を
抜

き
に
し
て
、
専
ら
園
家
権
力
の
側
か
ら
の
み
儒
敬
の
成
立
を
論
ず
る
の
は
、
や

は
り
均
衡
を
失
す
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
儒
乱
訟
を
図
家
数
息
?
と
だ
け
理
解
し
て
、
儒
数
の

宗
教
的
性
格
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
貼
に
、
顕
著
に
露
呈
し
て
い
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
孔
子
及
び
孔
子
数
図
そ
の
も
の
に
充
分
な
検
討
を
加
え
ぬ
ま
ま
、

孔
子
を
一抑制脚
主
義
と
は
無
縁
の
存
在
と
規
定
す
る
貼
と
も
、
相
臨
応
じ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
信
仰
告
白
を
混
じ
え
た
護
教
諭
的
儒
教
史
や
、
風
平
設
を
羅
列
し

た
だ
け
の
儒
皐
史
的
儒
数
史
と
比
較
す
れ
ば
、

著
者
の
問
題
意
識
は
群
を
抜
い

て
尖
鋭
で
あ
り
、
読
者
に
多
大
の
示
唆
を
提
供
す
る
。
上
記
の
苦
言
も
、
そ
う

し
た
長
所
を
充
分
承
知
し
た
上
で
の
感
想
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
七
月
東
京
岩
波
書
庖

A

5

剣

五
三
一
頁
一

0
0
0
0固

須
川
英
徳
著

李
朝
一
商
業
政
策
史
研
究

ー
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る
公
樺
力
と
一
商
業
|

徳

成

外
志
子

本
書
は
、
須
川
英
徳
氏
が
一
九
九
三
年
二
月
に
、
東
京
大
準
大
皐
院
よ
り
経

済
問
子
博
士
摩
位
を
授
輿
さ
れ
た
皐
位
論
文
が
原
型
で
あ
る
と
い
う
。
本
書
の
各

章
の
原
型
は
、
す
で
に
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
の
比
較
的
短
期
聞

に、

『
朝
鮮
史
研
究
曾
論
文
集
』
等
の
諸
問
学
術
誌
に
次
々
と
設
表
さ
れ
注
目
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

表
題
は
「
李
朝
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
と
し
て
は
李
氏
朝
鮮
王
朝
後
期

の
十
八
世
紀
か
ら
大
韓
帯
園
期
の

一
九

O
五
年
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
。
一
般
的

に
、
朝
鮮
王
朝
後
期
は
前
近
代

・
中
世
に
属
す
る
の
に
射
し
、
そ
の
開
港

・
開

化
期
以
降
は
近
代
と
し
て
、
そ
れ
以
前
と
は
別
の
論
理
、
外
か
ら
の
西
欧
資
本

主
義
的
論
理
に
よ
り
左
右
さ
れ
た
時
代
と
み
な
さ
れ
、
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
本
書
の
場
合
、
取
扱
い
時
期
が
中
世
か
ら
近
代
に
ま
た
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
比
重
で
論
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
問
題
意
識
が
表

わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
著
者
は
朝
鮮
近
代
の
商
業
及
び
一
商
業
政
策

に
、
中
世
と
共
通
す
る
朝
鮮
社
舎
の
構
造
的
特
質
・
論
理
を
見
い
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
序
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
開
港
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い

た
一
商
業
と
公
権
力
の
関
係
が
、
開
港
後
の
貿
易
・
産
業
育
成
策
の
原
基
を
な
す
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も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
甲
午
改
一革
以
後
、
大
韓
一
帝
園
期
ま
で
も
、
そ
の
連
績
性

の
下
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
朝
鮮
近
代
史
で
は
移
行
期
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
李
氏
朝
鮮
後
期
と

開
港
・
開
化
期
、
開
港
・
開
化
期
と
植
民
地
期
、
植
民
地
期
と
解
放
後
の
現
代

等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
連
績
と
断
紹
に
つ
い
て
活
液
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て

き
た
。
例
え
ば
朝
鮮
史
研
究
禽
の
全
園
大
舎
は
、
一
九
八
九
年
「
近
代
移
行
期

朝
鮮
の
園
家
と
杜
曾
」
、
一
九
九
二
年
「
朝
鮮
近
現
代
史
に
お
け
る
連
績
と
縛

換
」
の
テ
l

マ
で
開
催
さ
れ
た
。
本
書
と
同
時
期
の
土
地
政
策
面
で
は
、
宮
嶋

博
史
氏
が
『
朝
鮮
土
地
調
査
事
業
史
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年

刊
)
を
著
し
、
李
氏
朝
鮮
初
期
か
ら
大
韓
一
帝
園
の
光
武
年
開
を
経
て
、
植
民
地

期
の
日
本
に
よ
る
土
地
調
査
事
業
ま
で
の
各
時
期
の
園
家
に
よ
る
土
地
・
地
税

把
握
を
、
園
家
に
よ
る
牧
租
権
的
土
地
支
配
の
衰
退
と
私
的
土
地
所
有
及
び
地

主
・
佃
戸
関
係
の
設
展
と
い
う
朝
鮮
社
舎
の
内
在
的
要
因
に
基
づ
く
も
の
と
し

て
、
連
績
性
の
下
に
把
握
し
鐙
系
化
し
た
。
本
書
は
一
商
業
分
野
に
お
い
て
、
中

世
か
ら
近
代
へ
の
朝
鮮
社
舎
を
内
在
的
連
繍
性
の
下
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
た

も
の
と
い
え
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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序
章
李
朝
後
期
一
商
業
へ
の
本
書
の
視
角

第
一
編
開
港
前
に
お
け
る
圏
内
商
業
政
策
の
推
移

第
一
編
へ
の
序

第

一
章

飢
座
に
見
る
十
八
世
紀
商
業
界
の
矛
盾

第
二
章
十
九
世
紀
に
お
け
る
商
業
税
徴
牧

第
二
編
開
港
後
に
お
け
る
李
朝
政
府
の
経
済
政
策

第
二
編
へ
の
序

第
三
章

第
四
章

第
五
一章

終

草

あ
と
が
き

政
府
に
よ
る
商
業
・
開
化
諸
政
策
の
推
移

政
府
に
よ
る
生
糸
輸
出
政
策

開
港
期
商
業
の
特
質
と
園
家
権
力

序
章
で
は
、
李
氏
朝
鮮
の
一
商
業
に
封
す
る
戦
前
か
ら
現
在
ま
で
の
研
究
史
を

概
観
し
、

著
者
の
研
究
視
角
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
九
六

0
年
代
後
半
よ

り
北
朝
鮮
史
皐
界
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
韓
園
・
日
本
の
研
究
者
に
大
き
な
影

響
を
輿
え
た
資
本
主
義
萌
芽
や
内
在
的
褒
展
を
強
-
調
す
る
研
究
は
、
そ
の
後
皐

界
の
主
流
を
占
め
て
き
た
が
、
一
九
八

0
年
代
に
入
り
、
韓
園
に
お
い
て
古
文

書
を
利
用
し
た
個
別
賞
詮
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
疑
義
が
提
起
さ
れ

始
め
て
い
た
。
と
り
わ
け
ソ
ウ
ル
大
祭
校
委
章
閣
闘
書
の
整
理
・
影
印
刊
行
事

業
、
『
釜
章
関
韓
園
本
国
書
解
題
』
の
刊
行
が
行
わ
れ
る
中
、
そ
れ
に
先
立

ち
、
そ
の
解
題
作
成
作
業
に
携
わ
っ
た
ソ
ウ
ル
大
皐
大
祭
院
の
多
く
の
若
手
研

究
者
逮
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
古
書
・
古
文
書
を
利
用
し
た
注
目
す
べ
き
研
究

が
次
々
に
設
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
須
川
氏
は
特
に
李
嫡
天
、
官
同
東
燥
雨

氏
の
研
究
に
示
唆
を
得
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
設
展
さ
せ
た
と
言
え
る
。

従
来
の
資
本
主
義
萌
芽
論
の
立
場
か
ら
は
、
朝
鮮
王
朝
後
期
の
一
商
業
界
は
、

市
座
、
貢
人
等
の
特
権
一
商
人
に
射
し
、
生
産
力
と
一
商
品
流
通
の
設
展
を
背
景

に
、
経
済
的
責
力
の
み
に
よ
っ
て
成
長
し
た
非
特
権
商
人
(
私
喬
)
が
鐙
頭
し
、

後
者
に
よ
り
前
者
が
屋
倒
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
と
み
な
さ
れ
、
刷
肌
座
や
辛
亥
通

共
政
策
は
、
ま
さ
に
特
権
一
商
人
に
到
す
る
非
特
権
一
商
人
(
私
一
商
一
)
の
挑
戦
・
勝

利
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
李
嫡
天
、

高
東
崎
畑
氏
は
、
中
央
・

地
方
の
浦
口
に
お
け
る
客
主
(
客
一
商
主
人
〉
及
び
客
主
権
の
成
長
の
研
究
を
遁
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し
て
、
客
主
等
「
私
一
商
」
が
、
宮
房
、
勢
家
、
軍
門
、
中
央

・
地
方
官
街
等
の

各
種
権
力
機
関
と
私
的
に
結
合
し
た

「新
特
権
一
商
一
人
」
と
言
う
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
「
新
特
権
商
人
」
が
、
十
八
・
十
九
世
紀

に
各
種
抑
制
力
機
関
と
納
税
・
保
護
の
関
係
を
通
じ
て
一商
品
流
通
を
濁
占
的
に
掌

揮
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
研
究
の
到
遂
貼
の
上
に
、
須
川
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
十
八

・
十
九
世

紀
の
諸
権
力
機
関
と
一
商
人
と
の
私
的
結
合
、
新
た
な
特
権
の
後
生
と
い
っ
た
新

事
態
に
射
し
、
図
家
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
っ
た
の
か
と
い
う
園
家
政
策
の

解
明
を
本
書
の
課
題
と
し
て
あ
げ
、
そ
う
し
た
園
家
政
策
と
一
商
業
従
事
者
の
そ

れ
に
封
す
る
針
慮
、
及
び
そ
の
よ
う
な
政
策
と
釣
態
を
生
ぜ
し
め
た
歴
史
的
経

緯
を
解
明
す
る
中
で
、
世
界
史
的
設
展
法
則
で
解
消
し
切
れ
な
い
李
氏
朝
鮮
一
商

業
が
州
市
び
る
特
性
(
集
権
的
官
僚
制
園
家
の
一商
業
〉
、
さ
ら
に
は
、
李
氏
朝
鮮

後
期
図
家
の
構
造
的
特
質
と
そ
の
袋
容
を
一
貫
し
た
道
筋
と
し
て
捉
え
る
こ
と

を
意
闘
し
て
い
る
。

木
書
は
大
き
く
分
け
て
、
第
一
篤
で
は
開
港
以
前
の
圏
内
一
商
業
界
の
動
向
と

諸
権
力
機
関
の
針
路
を
、
第
二
篇
で
は
開
港
以
後
の
朝
鮮
王
朝
の
経
済
政
策
を

扱
っ
て
い
る
。
以
下
、
各
篇
の
論
旨
を
章
を
迫
っ
て
概
観
し
て
み
た
い
。

開
港
以
前
を
扱
っ
た
第

一
篇
は
第
て
二
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
一
章

「鋭
鹿
に
見
る
十
八
世
紀
一
商
業
界
の
矛
盾
」
で
は
、
ま
ず
、
一
七
五
O
年
に
貫
施

さ
れ
た
賦
税
改
革
で
あ
る
均
役
法
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
(
第
二
節
〉
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
十
七

・
十
八
世
紀
の
各
級
権
力
機
関
の
個
別
財
源
獲
得
活
動
は
園
家

財
政
の
多
元
化

・
分
散
化
を
推
し
進
め
て
い
た
が
、
均
役
法
は
そ
れ
に
削
到
し
部

分
的
・
一
時
的
な
歯
止
め
を
か
け
一
部
の
税
賦
は
王
権
の
下
に
戻
し
た
。
し
か

し
、
王
権
は
生
産
手
段
や
人
身
の
掌
握
を
通
じ
て
徴
税

・
分
配
を
司
る
も
の
で

あ
り
、
十
八
世
紀
の
商
品
流
通
に
劃
し
て
は
針
態
す
る
術
を
知
ら
な
か
ア
た
と

い
う
。
均
役
法
質
施
の
背
景
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
各
級
権
力
機
関
に
よ
る

個
別
財
源
獲
得
の
動
き
と
財
政
の
分
散
化
、
そ
れ
に
射
す
る
王
様
の
針
態
と
そ

の
限
界
が
、
飢
座
や
辛
亥
遜
共
の
中
に
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
の
飢
座
を
め
ぐ
る
考
察
で
通
設
と
異
な
る
黙
を
指
摘
す
る
と
、

第

一
に
、
市
座
が
些
細
な
商
取
引
ま
で
乱
座
と
し
て
殴
し
く
取
り
締
ま
っ
た
の

は
、
従
来
彼
等
の
特
様
性

・
濁
占
性
の
強
さ
の
現
れ
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
著

者
は
逆
に
、
飢
座
に
針
抗
す
る
の
に
物
種
幕
寅
権
以
外
の
手
段
を
持
ち
得
な
か

っ
た
、
彼
等
の
資
金
力
の
不
十
分
さ
と
流
通
網
掌
握
の
未
熟
さ
を
物
語
る
と
言

う
(
第
三
節
)
。
そ
こ
で
、
物
種
事
寅
穫
の
封
債
と
し
て
市
庫
に
課
さ
れ
た
過

重
な
図
役
負
捻
の
見
返
り
を
取
る
た
め
に
も
、
本
来
の
商
業
的
活
動
に
よ
る
利

潤
追
求
よ
り
過
酷
な
飢
鹿
取
締
り
と
物
債
へ
の
上
乗
せ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
十
八
世
紀
中
葉
に
盛
行
し
た
新
市
座
設
立

に
つ
い
て
(
第
四
節
)
、
従
来
、
私
一商
が
同
業
者
と
の
競
争
に
打
ち
勝
っ
た
め
に

禁
飢
座
権
(
首
都
で
の
市
座
の
物
種
専
寅
権
に
基
づ
く
飢
鹿
取
締
権
)
を
目
的

に
市
座
に
梼
向
し
た
も
の
で
や
は
り
市
座
の
特
様
性

・
濁
占
性
の
強
さ
の
現
れ

と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
著
者
は
、
こ
の
時
期
の
新
座
は
泡
沫
的
な
も
の
で
、
新

市
塵
設
立
は
文
字
通
り
「
都
下
無
頼
之
輩
」
が
物
種
濁
占
に
よ
る
一
儲
け
を
狙

っ
て
卒
市
署
官
員
な
ど
を
抱
き
込
ん
だ
場
合
の
方
が
多
か
っ
た
と
見
る
。
田
県
に

富
力
が
あ
り
流
通
網
に
基
盤
を
置
く
私
両
に
と
っ
て
は
、
市
産
に
な
る
よ
り
宮

房

・
街
門
な
ど
と
結
ぶ
方
が
有
利
だ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
新
塵
増
加
の
要
因
に
は
卒
市
署
が
市
塵
か
ら
の
枚
税
を
官
吏
の
俸
給
に
嘗

て
て
い
た
と
い
う
財
政
事
情
が
あ
っ
た
し
、
飢
鹿
取
締
り
激
化
の
背
景
に
は
、

そ
の
権
限
を
持
つ
漢
城
府
と
刑
曹
の
吏
殺
の
給
輿
な
ど
が
凱
底
人
か
ら
の
殿
銭
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で
賄
わ
れ
て
い
た
と
い
う
官
側
の
財
政
事
情
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

(
第
四
節
〉
。

次
に
、
十
八
世
紀
後
宇
の
数
度
の
遁
共
政
策
は
(
第
三
節
〉
、
六
余
塵
〈
六

種
の
御
用
市
塵
)
以
外
の
市
座
の
禁
飢
座
権
を
援
し
自
由
賓
買
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
須
川
氏
は
さ
ら
に
辛
亥
年
(
一
七
九
一
)
の
通
共
で
は
私
自
都
賀

〈
市
鹿
以
外
の
私
一
商
の
買
い
占
め
)
に
到
す
る
追
加
的
禁
止
措
置
が
取
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
辛
亥
通
共
は
市
産
及
び
非
市
塵
の
都
賀
禁
止
を
第
一
義
と
す
る
一
商

業
政
策
で
あ
っ
た
と
見
る
。
し
か
し
、
結
局
辛
亥
通
共
に
よ
っ
て
は
都
賀
ハ
買

い
占
め
)
は
防
止
で
き
ず
物
債
も
下
落
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
都
賀
行
震
の
主

僅
に
は
市
塵
以
外
の
者
も
多
く
、

彼
等
の
背
景
に
は
諸
権
力
機
関
の
政
治
的

・

経
済
的
庇
護
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
り
、
漢
城
府
・
刑
曹
も
有
力
機
関
を
背
景

に
持
つ
飢
盛
者
は
摘
裂
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
よ
り
、
十
八
世
紀
後
学
の
首
都
商
業
界
の
特
質
と
し
て
、
都
賀
と
飢
塵

の
頻
裂
、
諸
官
街
の
直
接
の
経
済
活
動
へ
の
参
入
、
各
級
権
力
機
関
と
一商
人
と

の
抱
合
(
新
特
機
の
夜
生
〉
を
穆
げ
(
第
五
節
て
そ
れ
ら
の
原
因
と
し
て
、

各
級
権
力
機
関
の
個
別
財
源
確
保
が
財
政
制
度
上
歎
認
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
が
、

朝
鮮
王
朝
後
期
の
財
政
制
度
に
由
来
す
る
最
も
根
深
い
問
題
で
あ
る
と
い
う

(
第
六
節
)
。
十
八
世
紀
の
地
方
場
市
の
夜
達
と
一商
品
流
通
の
増
大
は
、
新
た

に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
流
通
網
に
基
盤
を
置
く
新
興
一
商
人
に
有
利
で
あ
り
、

市
座
の
特
権
が
園
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
園
家
的
物
資
需
要
に
よ
り
付
輿
さ
れ
た

奮
特
権
と
い
う
な
ら
ば
、
彼
等
の
特
権
は
官
街
・
宮
房
の
個
別
財
政
と
結
び
附

い
て
保
護
・
被
保
護
の
関
係
と
し
て
渡
生
し
た
新
特
権
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

り
、
図
法
上
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
各
級
機
関
の
財
源
の
分
散
的
肥

大
化
は
、
均
役
法
の
場
合
と
同
じ
く
、
被
支
配
層
の
疲
弊
を
招
き
、
王
朝
支
配

の
根
基
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
新

・
醤
特
権
爾
人

の
都
買
商
業
に
射
し
て
王
朝
権
力
の
採
っ
た
方
策
は
、
沓
特
権
に
相
関
し
て
は
辛

亥
通
共
に
よ
る
物
種
事
費
権
の
範
圏
の
縮
小
と
い
う
身
分
間

・
人
身
的
掌
獲
に

よ
り
制
到
底
し
え
た
が
、
新
特
権
に
針
し
て
は
法
司
に
よ
る
禁
墜
と
い
う
手
段
し

か
と
り
え
ず
、
商
業
政
策
的
手
段
で
は
制
到
底
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
辛
亥

通
共
は
、
替
特
権
商
の
市
塵
一
商
値
制
を
大
き
く
縮
小
さ
せ
る
一
方
、
新
特
権
の

族
生
を
放
置
す
る
結
果
に
終
わ
っ
た
と
い
う
(
以
上
、
第
六
節
)
。
従
来
、
飢

塵
は
非
特
権
一
商
人
の
撞
頭
を
一
示
す
し
、
辛
亥
遁
共
は
寅
撃
的
時
代
雰
園
気
の
中

で
王
朝
政
府
が
小
一
商
人
、
小
生
産
者
、
小
都
民
の
営
業
の
自
由
と
生
活
の
安
定

の
た
め
に
取
っ
た
近
代
志
向
的
政
策
と
し
て
高
く
評
領
さ
れ
て
き
た
の
に
劉

し
、
著
者
は
厳
し
い
評
債
を
輿
え
て
い
る
。

第
二
章
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
一
商
業
税
徴
収
」
で
は
、
十
九
世
紀
の
ほ
ぼ
全

園
に
わ
た
る
私
的
・
公
的
商
業
税
徴
収
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
十
九

世
紀
に
は
首
都
一
商
業
は
単
純
な
買
い
占
め
が
困
難
な
ほ
ど
に
一
商
闘
が
抜
大
し
都

買
は
影
を
ひ
そ
め
、
船
・
陸
商
↓
客
主
↓
市
塵
と
い
う
商
品
搬
入
路
が
安
定
化

し
た
。
十
九
世
紀
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
城
商
業
界
の
設
展
的
安
定
と
は

別
に
、
地
方
へ
の
都
買
の
機
散
、
地
方
浦
口
に
お
け
る
客
主
の
成
立
、
無
名
雑

税
と
呼
ば
れ
る
雑
多
な
一
商
業
税
徴
牧
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
(
第
一
節
)
。

ま
ず
、
無
名
雑
税
の
貧
態
を
、
一
八
八
六
年
(
高
宗
二
十
三
年
)
の
無
名
雑

税
禁
断
命
令
に
封
す
る
京
畿
沿
江
、
漢
城
、
沿
江
、
水
原
府
の
三
地
域
の
調
査
報

告
書
(
ソ
ウ
ル
大
皐
歪一章
閣
所
蔵
)
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
〈
第
二
節
)
。
使

用
史
料
は
開
港
後
の
近
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
牧
税
制
割
象
は
、

船
舶
に
濁
す
る
も
の
と
積
載
貨
物
に
封
す
る
も
の
が
あ
り
、
貨
物
の
場
合
、
米

穀
、
堕
を
中
心
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
一
商
品
に
わ
た
っ
た
。
枚
税
方
法
は
、
浦
口

に
お
い
て
は
客
主
を
通
じ
て
一
商
一
品
質
問
員
時
に
手
数
料
に
含
め
て
枚
税
さ
れ
、
客

主
が
い
な
け
れ
ば
委
託
さ
れ
た
収
税
吏
に
よ
っ
て
収
税
さ
れ
、
ま
た
河
川
航
行
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の
途
中
に
お
い
て
も
牧
税
吏
に
よ
り
枚
税
さ
れ
た
。
牧
税
主
障
は
、
中
央
官

街
・
宮
房
、
地
方
官
街
、
在
地
有
力
者
の
三
者
で
、
三
者
が
各
々
競
っ
て
牧
税

し
た
。

公
的
権
力
を
分
有
し
た
こ
れ
ら
諸
機
関
の
徴
税
は
、
康
範
園
に
桂
田
然
の

如
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
閣
法
上
の
根
銭
を
持
た
な
い
「
無
名
」
雑
税
で
あ

り
、
一
商
品
流
通
過
程
に
謝
し
て
重
層
的
に
課
せ
ら
れ
、
商
品
流
通
を
阻
害
し
て

い
た
と
い
う
。

そ
の
時
抗
生
の
歴
史
的
背
景
を
見
る
と
(
第
三
・
四
節
)
、
流
通
過
程
に
あ
る

商
品
へ
の
課
税
は
、
十
八
世
紀
に
商
品
生
産
と
し
て
設
展
し
た
水
産
物
に
射
し

て
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
は
、
宮
房
、
中
央
・
地
方
官
街
な
ど
に
折
受
(
分

給
)
さ
れ
た
海
油
田
に
お
け
る
入
漁
料
・
通
行
料
の
徴
牧
と
い
う
形
で
行
わ
れ

た
。
こ
の
新
し
い
課
税
方
法
は
一
商

・
漁
船
に
針
す
る
重
徴

・
飢
徴
を
招
く
も
の

と
な
り
、
均
役
法
に
お
い
て
一
旦
否
定
さ
れ
、
新
設
さ
れ
た
均
役
艇
の
み
が
漁

盤
船
税
を
牧
税
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
均
役
法
は
地
方
財
源
の
一
つ

を
中
央
が
吸
い
上
げ
る
こ
と
を
も
意
味
し
、
地
方
官
艇
の
代
替
財
源
確
保
の
必

要
性
を
生
み
、
均
役
法
施
行
後
間
も
な
く
、
地
方
行
財
政
と
結
ん
だ
在
地
有
力

雨
班
に
よ
る
漁
箭
・

盛
田

・
苔
回
の
私
占

・
牧
税
を
愛
生
さ
せ
た
。
十
九
世
紀

に
誕
生
し
た
宮
房

・
街
門
の
浦
口
折
受
は
、
こ
れ
ら
在
地
有
力
者
が
下
か
ら
設

定
し
て
い
た
客
主
権
を
宮
房
・
官
街
が
保
護
す
る
代
償
と
し
て
上
納
を
受
け
る

と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
均
役
法
以
前
の
漁

盤
船
税
制
札
徴
が
、
宮
房
・
街
門
が
図
家
よ
り
折
受
し
た
海
面
に
、
私
的
所
有
権

に
基
づ
く
地
主
的
権
利
と
し
て
上
か
ら
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
と
は
、
決

定
的
に
異
な
る
黙
で
あ
る
と
い
う
。

，
次
い
で
、
十
九
世
紀
に
盛
行
し
た
無
名
雑
税
に
射
す
る
王
朝
政
府
の
施
策
を

三
期
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
〈
第
五
・

六
節
)
。
大
院
君
執
政

(
一
八
六
三
)

以
前
は
、
無
名
雑
税
禁
止
命
令
が
度
々
出
さ
れ
均
役
腕
以
外
の
徴
税
を
禁
止
す

る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
度
重
な
る
禁
令
に
も
関
わ
ら
ず
、
商
品
課

税
の
盛
行
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
大
院
君
執
政
期
(
一
八
六
三
J
一

八
七
三
)
に
は
、
宮
房
・
官
街
・
在
地
雨
班
土
豪
の
吹
税
は
「
私
税
」
と
し
て

排
除
す
る
一
方
、
政
権
自
ら
が
正
式
の
税
と
し
て
商
業
課
税
の
飢
徴
を
行
い
、

地
方
郡
懸
の
軍
事
費
に
充
嘗
し
た
。

こ
れ
は
吹
税
権
者
の
交
替
に
過
ぎ
ず
、
均

役
法
の
原
則
を
政
府
自
ら
騎
綴
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
宗
親
政

(
一
八
七
三
J
〉
の
初
期
に
は
再
度
商
業
課
税
は
非
合
法
と
さ
れ
た
が
、
開
港

後
特
に
一
八
八

0
年
代
後
半
か
ら
は
、
開
港
・
開
化
に
伴
う
財
政
支
出
の
増
加

と
財
政
困
窮
か
ら
、
新
た
に
政
府
統
制
下
で
選
揮
的
に
無
名
雑
税
類
似
の
一
商
業

課
税
を
行
う
に
至
っ
た
。
こ
の
時
期
の
内
地
一
商
業
に
劃
す
る
政
策
は
、
一
貫
し

て
一
商
業
課
税
に
よ
る
枚
奪
の
封
象
と
し
て
の
み
扱
い
、
積
極
的
な
保
護
育
成
策

は
な
く
、
一
商
人
資
本
と
園
家
の
関
係
も
、
個
別
一
商
人
と
個
別
官
街
の
徴
税
・
保

護
関
係
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
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開
港
後
を
扱
っ
た
第
二
篇
は
、
第
三
・
四

・
五
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
三

章

「
政
府
に
よ
る
一
商
業

・
開
化
政
策
の
推
移
」
は
、
ま
ず
、
甲
午
改
革
(
一
八

九
四
〉
以
前
の
開
港
場
政
策
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
。
開
港
場
と
そ
の
周
遊

地
域
で
統
理
街
門
(
外
街
門
)
が
採
っ
た
政
策
(
第
一
節
)
は
、
一
言
で
言
っ

て
租
税
政
策
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
内
地
で
は
数
多
く
の
一
商
業
課
税
を
作
り

出
し
た
が
、
開
港
場
で
は
燦
約
上
の
規
定
か
ら
関
税
以
外
の
商
品
課
税
は
行
わ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
資
金
面
の
支
援
が
あ
る
日
本

・
中
園
一
商
人
の
進
出
に
衡

し
、
朝
鮮
一商
人
は
高
々
各
地
で
の
無
名
雑
税
が
菟
除
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
逆
に

一
八
八
九
年
か
ら
は
開
港
場
客
主
が
選
定
さ
れ
多
額
の
客
主
営
業
税
が
課
せ
ら

れ
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
人
商
人
の
日
本
人
商
人
に
射
す
る
金
融
的
従
属
を
政
府
自
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ら
後
押
し
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。

次
に
、
海
関
税
の
支
出
項
目
と
そ
の
推
移
を
分
析
し
(
第
二
節
〉
、
そ
こ
か

ら
開
化
政
策
の
推
移
、
問
題
黙
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
第
三

・
四
節
)
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
海
関
税
は
一
八
八
九
年
を
境
に
支
出
構
造
に
大
き
な
縛
換
を
見

せ
る
。
支
出
が
枚
入
を
上
回
り
海
関
税
出
納
を
請
け
負
っ
て
い
た
日
本
の
第
一

銀
行
か
ら
の
借
入
金
が
櫓
加
し
、
以
後
借
入

・
償
還
の
自
縛
車
操
業
に
陥
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
前
は
開
化
的
事
業
に
限
定
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
の
が
、

一
八

八
九
年
以
降
軍
事
関
係
支
出
が
目
立
ち
一
八
九
二
年
か
ら
は
一
般
財
政
の
不
足

分
に
も
流
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
関
化
事
業
へ
の
迭
金
は
次
々
に

中
断
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
様
に
深
刻
な
財
政
難
か
ら
海
関
税
へ
の
過
度
の

財
政
依
存
が
生
じ
た
線
本
原
因
は
、
前
近
代
的
な
分
散
的
財
政
構
造
に
あ
っ
た

と
い
う
。

甲
午
改
革
以
前
の
開
化
政
策
は
、
一
八
八
九
年
ま
で
は
「
裕
図
利
民
」
「
俗

図
便
民
」
の
産
業
政
策
を
と
り
、
そ
の
震
の
外
園
先
進
技
術
の
積
極
的
導
入
を

園
っ
た
が
、
前
述
の
如
く
一
八
八
九
年
を
境
に
官
営
事
業
は
行
き
詰
ま
り

「
利

民
」
「
利
便
」
の
要
素
は
失
わ
れ
、
既
存
の
支
配
鐙
制
維
持
目
的
で
軍
事
的
要

素
の
強
い
も
の
へ
と
第
化
し
た
。
若
干
起
こ
っ
た
民
開
事
業
に
糾
問
し
て
も
政
府

と
の
接
貼
は
な
く
、
一
部
一
商
人
へ
の
課
税
菟
除
措
置
を
取
る
程
度
に
終
わ
っ
た

と
い
う
。

第
四
章
「
政
府
に
よ
る
生
糸
輸
出
政
策
」
で
は
、
一
八
八
四
年
に
始
ま
り
一

八
八
九
年
に
海
関
税
牧
支
の
悪
化
に
よ
り
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
「
鑑
桑
公

司
」
計
賓
の
顛
末
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
生
糸
輸
出
政
策
は
、
開
港
後

の
朝
鮮
が
貿
易
に
関
し
て
採
っ
た
唯
一
の
圏
内
産
業
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
。

従
来
の
研
究
で
は
、
朝
鮮
政
府
が
生
糸
総
出
の
た
め
に
ド
イ

ツ
か
ら
技
術
者
を

招
聴
し
、

一
八
八
四
年
に
霞
桑
公
司
を
設
立
し
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
強
桑
公

司
の
寅
態
は
不
明
で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
る
と
、
貧
際
の
計
輩
主
笹
は
ド
イ
ツ

人
メ
l
テ
ン
ス
で
、
メ
l
テ
ン
ス
は
一
八
八
五
年
に
政
府
に
種
桑
計
査
を
提
出

し
、
仁
川
海
関
税
よ
り
資
金
を
供
給
さ
れ
桑
地
を
購
入
、
翌
年
中
園
よ
り
桑
樹

五
十
蔦
株
を
購
入
し
種
桑
所
の
運
営
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
強
桑
公
司
(
株

式
禽
杜
〉
は
つ
い
に
設
立
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
八
八
九
年
に
海
関
税
牧
支
の
悪

化
か
ら
メ
l
テ

ン
ス
は
解
雇
さ
れ
種
桑
所
も
康
止
さ
れ
た
と
い
う
。
著
者
は
こ

の
認
桑
公
司
計
蛮
と
そ
の
進
行
過
程
の
中
に
、
十
七
世
紀
以
降
の
朝
鮮
王
朝
の

貢
人
契
(
政
府
需
要
物
資
調
達
諾
負
業
者
〉
を
、
通
じ
た
産
業
把
握
と
共
通
す
る

特
質

・
問
題
鈷
、
帥
ち
、
政
府
は
図
家
資
金
を
下
付
・
貸
輿
し

一
定
の
物
品

・

税
額
を
確
保
す
る
た
め
請
負
を
行
わ
せ
る
が
、
産
業
の
改
善
や
生
産

・
流
通
の

質
際
は
関
心
の
外
に
あ
っ
た
と
い
う
特
質

・
問
題
黙
が
集
約
的
に
現
れ
て
い
る

と
い
う
(
第
三
節
)
。

第
五
章
「
開
港
期
一
商
業
の
特
質
と
園
家
権
力
」
で
は
、

ま
ず
開
港
期
商
人

を
、
市
座
商
・
根
負
荷

・
開
港
場
客
主
・
船
一
商
の
四
類
型
に
分
け
て
、
彼
等
の

動
向
を
ま
と
め
(
第
一
節
)
、
次
い
で
、
甲
午
改
革
以
後
、
光
武
期
(
大
韓
-
帝
園

期
〉
の
皇
一
一帝
権
力
と
商
人
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
(
第
二
節
)
。
甲
午
改
革

に
よ
り
一
旦
は
度
支
部
へ
の
財
政
一
元
化
が
行
わ
れ
、
園
家
的
物
資
需
要
に
基

づ
く
貢
人

・
六
失
座
の
特
権
も
全
慶
さ
れ
た
。
し
か
し
、
皇
脅
権
力
が
強
化
さ

れ
、
皇
室
財
政
を
司
る
内
蔵
院
の
下
に
種
々
の
雑
税
の
枚
税
穫
が
集
中
し
、
園

家
財
政
は
政
府
財
政
と
皇
室
財
政
の
二
元
的
分
裂
が
深
ま
っ
た
。
政
府
に
は
近

代
産
業
育
成
の
た
め
の
明
確
な
指
針
が
な
か
っ
た
し
、
政
府
財
政
の
四
割
を
寧

事
費
が
占
め
る
よ
う
に
な
る
な
ど
財
政
的
困
窮
も
あ
り
園
家
的
産
業
育
成
策
が

不
振
な
中
で
、
こ
の
時
期
官
僚
資
産
家
や
皇
室
財
源
に
よ
る
新
企
業
設
立
が
相

次
ぐ
。

一荷一
人
図
鑑
も
内
蔵
院
に
納
税
し
官
僚
を
推
戴
す
る
こ
と
で
保
護
・
特
権

を
得
ょ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
本
来
園
庫
に
入
る
べ
き
資
金
の
私
物
的
下
賜
を

-205ー



206 

得
て
事
業
を
創
始
す
る
新
た
な
特
権
的
致
富
構
造
の
設
生
を
一意
味
し
、
朝
鮮
王

朝
後
期
以
来
の
王
権
と
商一
人
と
の
関
係
が
よ
り
密
接
な
も
の
に
帥
開
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
一
九

O
五
年
の
「
保
護
」
闘
化
と
財
政
改
革
に
よ
り
こ
の
致
富
構
造

は
否
定
さ
れ
、
日
本
経
済
へ
の
包
掻
と
再
編
過
程
が
始
ま
る
と
い
う
。

終
章
で
は
、
本
書
の
第
一

・
二
編
全
陸
の
研
究
内
容
を
踏
ま
え
、
高
麗
時
代

以
来
一
九

O
五
年
ま
で
の
一
商
業
政
策
及
び
公
権
力
と
一
商
業
と
の
関
係
を
試
論
的

に
概
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高
一一路
時
代
か
ら
李
氏
朝
鮮
初
期
ま
で
は
通
貨
政

策
中
心
の
記
述
で
、
以
後
の
李
氏
朝
鮮
時
代
の
一商
業
政
策
と
有
款
に
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
。

四

以
上
、
朝
鮮
前
近
代
の
一商
業
分
野
の
出
版
は
極
め
て
珍
し
い
の
で
、
や
や
詳

し
く
内
容
を
紹
介
し
た
。
本
書
は
以
上
の
概
要
を
一
読
し
て
も
分
か
る
よ
う

に
、
新
し
い
見
解
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
質
詮
的
に
も
、
十
八
世
紀

の
飢
座
や
辛
亥
通
共
、
十
九
世
紀
の
無
名
雑
税
、
一
八
八
九
年
前
後
の
海
関
税

支
出
の
分
析
、
認
桑
公
司
計
査
の
顛
末
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
丹
念
に
資
料
を
検
討

し
て
い
る
。
質
設
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
健
系
的
・
理
論
的
に
把
損
し
よ
う
と

し
て
い
て
意
欲
的
な
好
者
で
あ
る
。

本
書
の
意
義
は
何
よ
り
も
、
一
九
八

0
年
代
後
半
に
主
に
韓
闘
で
進
展
し
た

個
別
賞
詮
研
究
の
蓄
積
を
踏
ま
え
、
「
賞
誼
的
研
究
の
進
展
に
と
も
な
い
、
古

い
全
鰻
像
が
出
別
れ
て
不
明
瞭
」
(
三
二
九
頁
〉
と
な
っ
て
い
る
現
欣
に
針
し
、

商
業
と
権
力
の
関
係
に
焦
貼
を
嘗
て
、
著
者
な
り
の
盟
系
的
朝
鮮
王
朝
後
期
像

を
提
示
し
よ
う
と
し
た
賂
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
際
、
朝
鮮
社
舎
の

内
在
的
論
理

・
構
造
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
し
、
そ

の
中
で
多
く
の
新
し
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

で
は
、
本
音
一
回
全
鐙
を
貫
く
テ
1
7
と
し
て
著
者
が
追
究
し
本
書
で
明
ら
か
に

さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
後
期
か
ら
大
韓
脅
園
期
に
わ
た
る
朝
鮮
一
商
業
の
帯
び
る
一
貫

し
た
特
性
、
李
氏
朝
鮮
図
家
の
構
造
的
特
質
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
と
し
て
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
朝

鮮
一商
業
の
特
質
と
し
て
は
、
個
別
権
力
機
関
と
商
人
と
の
私
的
結
合
に
よ
る
致

富
構
造
、
部
ち
主
と
し
て
保
護
・
特
権
付
輿
と
税
上
納
に
よ
る
そ
の
結
合
の
仕

方
が
浮
か
び
上
が
る
し
、
ま
た
、
公
的
資
金
を
下
賜
・
貸
輿
し
て
一
定
の
物

品

・
税
額
を
確
保
す
る
こ
と
に
の
み
関
心
が
あ
り
鐙
系
的
な
産
業
育
成
や
生

産
・
流
通
の
賃
際
に
は
無
関
心
だ
っ
た
と
い
う
請
負
的
事
業
方
法
な
ど
が
、
王

朝
政
府
の
商
業

・
産
業
政
策
上
の
特
質
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
の
根
本
に
は
、
各
級
権
力
機
関
の
財
源
が
各
々
の
財
源
獲
得
活
動
に
か
な
り

の
部
分
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
分
散
問
園
家
財
政
構
造
が
、
構
造
的
特
質
と

し
て
存
在
し
た
と
言
え
よ
う
。

従
衆
、
朝
鮮
の
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
は
、
「
前
近
代
の
内
在
的
資
本
主

義
の
萌
芽
・
設
展
と
、
近
代
の
外
勢
に
よ
る
そ
の
破
壕
」
と
い
う
理
解
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
妥
展

・
阻
害
要
因
も
含
め
た
内
在
的
特
質
を
明
ら
か
に

し
そ
の
上
で
内
的

・
外
的
要
因
を
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
書
は

そ
の
試
み
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
内
在
的
愛
展
の
場
合
は
い
い
が
、
内
在

的
阻
害
要
因
と
し
て
指
摘
す
る
と
停
滞
論
的
に
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
本
書

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
内
在
的
特
質
は
否
定
的
評
債
を
伴
う
内
容
で
あ
り
、
停
滞

論
で
は
な
い
と
著
者
は
明
言
し
て
い
る
が
(
七
頁
)
、
停
滞
論
と
結
び
附
き
受

け
取
ら
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
本
書
の
論
理
も
結
局
自
生
的
近
代
化
論
、
資
本
主

義
的
設
展
史
観
か
ら
抜
け
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
し
、
そ
も
そ
も
こ
の

よ
う
な
評
者
の
評
を
含
め
朝
鮮
経
済
史
研
究
界
自
陸
が
、
問
題
提
起
は
し
つ
つ

も
依
然
と
し
て
理
論
的
決
着
を
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
近
代
化
論
・
妥
展
史
観
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の
周
迭
を
行
き
来
し
て
い
る
現
吠
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
経
済
史
は
特

に
そ
こ
か
ら
の
脱
出
は
困
難
に
思
え
る
。

こ
の
状
態
を
脱
け
出
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
明
確
な
答
え
は
な
い
が
、

構
造
の
背
景
に
あ
る
思
想
的

・
文
化
的
論
理
ま
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
一
つ
の

方
法
か
も
知
れ
な
い
。
朝
鮮
王
朝
の
権
力
と
商
業
、
財
政
構
造
を
見
た
と
き
、

公
と
私
、
合
法
と
不
法
と
の
境
界
が
あ
い
ま
い
で
は
っ
き
り
線
引
き
で
き
て
い

な
い
部
分
が
あ
る
。
公
の
中
に
私
が
あ
り
、
私
の
中
に
公
が
あ
る
。
ま
た
、
贈

答
経
済
と
も
言
え
る
面
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
翠
な
る
賄
賂
と
言
え
な
い
部
分
も

あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
う
い
う
論
理
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
権
力
と
一
商
業
・
産

業
と
の
結
合
、
癒
着
は
あ
る
程
度
中
園
、
日
本
な
ど
ど
の
園
ど
の
時
代
に
も
あ

っ
た
し
、
現
代
社
舎
に
も
存
在
す
る
。
李
氏
朝
鮮
社
舎
の
特
質
と
い
う
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
と
朝
鮮
の
場
合
は
ど
う
濯
っ
て
い
て
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
本
書
で
指
摘
さ
れ
た
特
質
を
生
み
出
し
朝
鮮
杜
舎
を
動
か
し
た
本
質

的
要
因
、
本
質
的
構
造
は
何
か
が
依
然
疑
問
と
し
て
残
る
。
い
ま
一
つ
は
、
上

か
ら
の
園
家
権
力
と
の
関
わ
り
を
追
求
す
る
と
勢
い
否
定
的
に
な
る
傾
向
が
あ

る
。
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
負
の
構
造
、
負
の
要
因
に
も
関
わ
ら

ず
、
設
展
し
て
い
た
と
い
う
(
七
頁
)
下
か
ら
の
生
産
や
商
品
流
通
と
の
関
わ

り
か
ら
追
求
す
る
と
、
ま
た
違
っ
た
構
造
や
評
領
、
内
在
的
論
理
が
浮
か
び
上

が
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
、
各
篇
ご
と
に
具
陸
的
な
問
題
黙
を
述
べ
る
と
、
第
一
篇
で
は
ま
ず
、

第
一
篇
へ
の
序
で
、
著
者
は
大
同
法
や
均
役
法
を
園
家
財
政
運
営
の

一
元
化
を

目
指
し
た
も
の
で
、
理
念
に
お
け
る
財
政
の
一
元
化
と
は
逆
に
、
そ
の
分
散
化

が
な
し
鼠
し
的
に
進
行
し
て
い
た
の
が
十
八

・
十
九
世
紀
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
こ
五
頁
)
。
し
か
し
、
大
同
法
や
均
役
法
は
現
物
納
を
田
税
納
に
一
元
化

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
財
政
運
営
の
一
元
化
を
達
成
し
た
と
か

理
念
と
し
て
目
指
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
政
運
営
の
分
散
化

は
朝
鮮
王
朝
前
期
か
ら
の
も
の
で
、
後
期
に
な
っ
て
む
し
ろ
進
行
し
た
面
も
あ

る
。
均
役
臓
や
諸
箪
門
な
ど
新
た
な
銭
穀
街
門
が
新
設
さ
れ
、
大
同
税
を
出
納

し
た
宣
恵
艇
も
前
期
の
分
散
陸
制
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
た

(
徳
成
外
志
子
「
朝
鮮
後
期
の
貢
物
貿
納
制
」
『
歴
史
皐
報
』
第
一
一
一
一
一
輯
、

ソ
ウ
ル
、
歴
史
皐
舎
、
一
九
八
七
〉
。
王
朝
政
府
は
な
ぜ
一
元
的
把
握
が
で
き

な
か
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
し
な
か
っ
た
の
か
は
か
な
り
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
、
儒
数
的
官
僚
制
園
家
の
特
質
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
第
一
一
章
第
一
節
の
均
役
法
の
理
解
に
お
い
て
、
官
房

・
軍
門
な
ど

が
折
受
を
通
じ
て
積
み
上
げ
て
き
た
漁
場

・
醗
盆

・
所
属
船
隻
へ
の
枚
税
権
な

ど
が
、

「何
ら
の
代
償
措
置
も
な
く
一
朝
に
し
て
否
定
し
去
ら
れ
た
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
朝
鮮
王
朝
の
王
様
が
、
特
定
の
支
配
層
の
階
級
的
利
害
を

超
越
し
た
一
君
高
民
的
支
配
者
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
い
る
〈
一
二

二
一
貝
)
。
し
か
し
、
「
何
ら
の
代
償
措
置
も
な
く
」
と
は
言
え
ず
、
ま
し
て
や

王
権
が
階
級
的
利
害
を
超
越
し
た
一
君
高
民
的
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
論
践
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
均
役
法
に
よ
り
良
役
債

・
漁
態
船
償
措
一
寸
減
収
と
な
っ
た

軍
門
等
諸
街
門
に
針
し
て
は
均
役
鹿
よ
り
給
代
が
行
わ
れ
て
い
た
。
勿
論
私

的
・
不
法
な
枚
税
に
ま
で
給
代
し
た
の
で
は
な
い
が
。
な
お
そ
の
後
行
わ
れ
た

公
奴
稗
身
貢
の
滅
罷
に
劃
し
て
も
、
滅
枚
と
な
る
宮
房
・
街
門
に
は
均
役
腐
よ

り
奴
鱒
貢
給
代
が
行
わ
れ
て
い
る
。
令
官
問
機
要
覧
財
用
篇
』
他
〉

第
三
に
、
第
一

-一

一
章
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
諸
権
力
機

関
の
「
私
的
な
」
一
商
業

・
一
商
一
人
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
本
来
の
園
家
の
「
公
的

な
」一
商
業
政
策
に
つ
い
て
は
、
部
分
的

・
断
片
的
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
著
者
は
そ
の
私
的
な
結
合
、
権
力
諸
機
闘
が
民
富
と
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園
家
財
政
を
浸
食
す
る
私
的
な
致
富
構
造
、
及
び
そ
れ
を
許
し
た
構
造
こ
そ

が
、
朝
鮮
王
朝
の
構
造
的
批
判
質
と
み
て
い
る
と
い
え
る
。
朝
鮮
王
朝
の
本
来
の

「
公
的
」
商
業
政
策
と
い
司
た
場
合
、
貢
人
を
通
し
た
商
業
・
手
工
業
把
握
、

通
貨
政
策
、
地
方
場
市
政
策
、
中
園

・
日
本
な
ど
と
の
貿
易
政
策
等
、
さ
ら
に

は
一
商
業
以
外
の
産
業
政
策
と
の
関
わ
り
な
ど
、
様
々
な
要
素
も
観
野
に
い
れ
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書
は
直
線
的
に
始
以
率
よ
く
位
系
化
さ
れ
て
い
る

が
、
朝
鮮
王
朝
一
商
業
政
策
の
多
く
の
分
野
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

著
者
も
、
封

象
と
し
た
朝
鮮
王
朝
商
業
分
野
の
偏
り
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
言
及
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
蛍
一
該
分
野
研
究
界
の
今
後
の
課
題
と
も
言
え
る
。

第
四
に
、
第
三
黙
と
関
係
す
る
が
、
第
二
章
で
は
一
商
業
政
策
が
一商
業
課
税
政

策
と
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
第
三
節
で
は
身
分
的

・
人
身
的
課
税
を
一
商
業
課
税

と
は
み
な
さ
ず
商
業
政
策
と
し
て
評
僚
し
て
い
な
い
(
一
一
四
頁
)
。
し
か
し
、

十
九
世
紀
の
よ
う
な
商
品
流
通
過
程
へ
の
課
税
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ

れ
以
前
及
び
以
後
の
一
商
人
に
劃
す
る
身
分
的
・
人
身
的
な
掌
握

・
課
税
も
や
は

り
商
業
課
税
、
一
商
業
政
策
で
あ
ろ
う
。
靭
鮮
中
期
に
生
じ
た
市
庫
の
図
役
負
捻

や
貢
人
の
雑
筏
役
負
捻
も
銭
納
化
が
進
ん
で
お
り
(
商
業
課
税
の
一
種
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
政
府
は
市
庫
、
貢
人
を
通
し
て
商
品
流
通
の
設
展
に
封
降

し
た
と
は
言
え
ま
い
か
。
ま
た
、
政
府
が
十
八
世
紀
ま
で
の
一商
品
流
通
の
褒
展

段
階
に
一
商
一
品
課
税
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
営
時
の
商
品
流

通
夜
展
に
肯
定
的
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
十
九
世
紀
以
降
の
商

品
流
通
段
階
に
謝
す
る
私
的
・
公
的
課
税
は
一
商一
日
間
流
通
に
否
定
的
影
響
を
輿
え

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
五
に
、
第

一
章
第
三
節
で
、
著
者
は
十
八
世
紀
の
群
小
市
塵
設
立
主
鐙
は

史
料
の
文
字
通
り
「
無
頼
之
輩
」
で
、
彼
等
が
物
種
濁
占
に
よ
る
一
儲
け
を
狙

っ
て
卒
市
署
官
員
を
抱
き
込
ん
だ
泡
沫
的
な
も
の
と
い
う
が
(
五
三
頁
〉
、
市

座
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
中
に
は
、
手
工
業
生
産
者
が
市
鹿
の
生
産
者
支
配
に

劉
抗
し
自
ら
の
製
品
を
販
寅
し
よ
う
と
企
蓋
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら

れ
て
お
り
、
一
伶
市
署
官
員
や
高
級
官
僚
を
も
抱
き
、込
め
た
「
無
頼
之
徒
」
の
中

身
を
も
う
少
し
具
鐙
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
六
に
、
著
者
は
市
座
の
園
役
の
範
圏
を
庚
く
捉
え
過
ぎ
て
い
る
。
第
一
一
章

第
三
節
で
、
著
者
は
図
役
の
内
容
を
「
た
ん
に
園
家
的
物
資
需
要
へ
の
上
態
と

は
言
い
切
れ
ず
、
貿
易
に
名
を
借
り
た
宮
房
・
官
街
・
勢
家
の
横
奪
で
あ
っ
た

り
、
卒
市
署
官
吏
の
横
奪
で
あ
っ
た
り
す
る
」
(
四
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る

が
、
裁
幣
、
方
物
・
別
貿
品
な
ど
政
府
に
削
到
す
る
物
資
納
入
(
進
排
)
は
基
本

的
に
代
債
を
受
け
取
る
正
賞
な
取
引
で
あ
っ
た
し
(
金
玉
根
『
朝
鮮
後
期
経
済

史
研
究
』
ソ
ウ
ル
リ
瑞
文
堂
、
一
九
七
七
)
、
諸
宮
家

・
各
街
門
の
私
貿
易
や

卒
市
署
の
横
数
は
、
私
的
・
不
法
な
も
の
で
園
役
で
は
な
い
。
著
者
の
引
用
史

料
中
に
も
こ
れ
ら
を
直
接
園
役
と
呼
ん
だ
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。
例
え
ば
著
者

は
「
許
多
進
排
、
高
無
緋
備
之
肇
」
を
「
図
役
へ
の
多
く
の
進
排
用
の
明
紬
を

備
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
誇
し
て
い
る
が
(
二
六
四
頁
)
、
「
園

役
」
の
語
の
添
加
は
温
度
の
意
誇
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
市
座
は
権

力
機
関
か
ら
確
か
に
不
蛍
な
牧
奪
を
受
け
て
い
た
が
、
や
は
り
政
府
取
引
で
刺

盆
も
上
げ
て
お
り
、
何
よ
り
も
彼
等
の
物
資
質
買
濁
占
権
が
大
き
な
特
権
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
過
小
評
債
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
市
座
の
園
役
と
は
、
基

本
的
に
市
民
径
役
と
し
て
史
料
令
増
補
文
献
備
考
』
『
備
法
司
謄
録
』
等
〉

に
出
て
く
る
も
の
で
、
関
内
外
諸
上
司
各
慮
の
修
理
や
壁
張
り
、
科
血
争
時
、
園

葬
時
な
と
雑
多
な
待
役
を
い
う
と
考
え
る
。
そ
の
他
細
か
い
問
題
で
は
あ
る

が
、
貢
物
預
寅
は
預
貿
者
が
貢
納
の
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
し
(
八
七

頁
〉
、
「
衣
封
次
」
の
「
次
」
は
こ
の
場
合
園
王
の
衣
服
の
「
生
地
」
の
一
意
で

あ
る
(
二
八

O
頁)。
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第
七
に
、
第
二
章
第
一
節
で
、
十
九
世
紀
に
は
首
都
商
業
界
で
は
、
船
・
陸

商
↓
客
主
↓
市
塵
と
い
う
一
商
品
搬
入
路
が
安
定
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
十

九
世
紀
に
も
市
座
が
生
産
地
や
集
散
地
や
漢
城
近
郊
で
の
私
一商
都
賀
の
弊
を
訴

え
た
り
、
通
共
設
賓
に
よ
る
困
窮
と
通
共
政
策
の
慶
止
を
訴
え
る
記
録
が
し
ば

し
ば
史
料
に
現
れ
る
(
『
備
透
司
謄
録
』
等
)
。
十
九
世
紀
の
首
都
商
業
に
つ
い

て
は
寅
設
的
研
究
が
乏
し
い
欣
況
で
あ
る
。

第
二
篇
で
は
、
甲
午
改
革
以
後
大
韓
脅
園
期
の
皇
帝
権
力
の
「
財
政
私
物

化
」
と
「
私
物
的
下
賜
」
に
よ
る
事
業
創
出
に
つ
い
て
、
か
な
り
厳
し
い
見
方

を
し
て
い
る
。
問
ち
、
第
五
一章
第
二
節
で
、
本
来
政
府
橡
算
に
入
る
べ
き
枚
税

構
の
内
蔵
院
へ
の
集
中
に
よ
る
皇
室
財
政
の
擦
大
、
内
蔵
院
に
よ
る
一
部
一商
人

へ
の
特
権
付
輿
、
官
僚
的
資
産
家
に
よ
る
事
業
創
始
、

一商
人
園
鐙
へ
の
官
僚
統

制
強
化
な
ど
「
閣
家
的
物
資
枚
取
償
制
外
で
の
」
全
面
的
な
商
人
資
本
と
園
家

権
力
の
関
係
が
夜
生
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
結
合
は
、
「
小
作
料
牧
奪
、
租

税
収
奪
、
流
通
面
で
の
吹
奪
を
強
化
し
な
が
ら
原
資
に
換
え
、
自
ら
の
致
富
を

登
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
民
衆
の
経
済
的
政
治
的
成
長
に
つ
れ
て
、
早

晩
打
破
さ
れ
る
べ
き
存
在
」
(
一
二
一

O
頁
〉
で
あ
っ
た
と
痛
烈
に
批
剣
す
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
論
断
の
一
方
で
、
光
武
期
の
諸
改
革
の
方
向
が
皇
帝
権
強
化

を
目
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
内
議
院
に
よ
る
牧
税

構
の
掌
揮
を
「
素
鋭
」
の
一
語
で
性
格
規
定
す
る
の
は
一
面
的
に
す
ぎ
る
と
擁

護
し
た
り
、
光
武
期
の
圏
内
外
獄
況
を
設
い
て
、
一
八
八

0
年
代
の
よ
う
な
微

温
的
産
業
育
成
策
で
は
な
く
よ
り
直
接
的
で
強
力
な
官
僚
主
導
下
の
富
園
強
兵

策
・
近
代
産
業
育
成
策
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
し
、
圏
内
最
大
の
資
産
家
(
皇

室
〉
が
そ
の
財
力
を
事
業
に
投
ず
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
っ
た
と
も
肯
定
的
に
述

べ
て
お
り
(
三

O
ニ
|
三

O
九
頁
)
否
定
面
と
肯
定
面
が
統
一
的
に
説
明
さ
れ

て
い
な
い
。
諸
事
業
の
合
理
性
、
達
成
度
と
併
せ
て
、
致
富
を
闘
っ
た
目
的
や

そ
の
使
途
、
皇
帝
権
力
を
強
化
し
た
理
念
な
ど
を
よ
り
寅
誼
的
に
分
析
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

大
韓
帯
園
期
皇
帝
権
力
の
評
債
で
明
解
さ
を
飲
く
理
由
に
は
、
近
年
韓
図
の

朴
正
照
政
権
期
の
開
設
濁
裁
の
評
債
を
め
ぐ
る
戸
惑
い
と
共
通
の
も
の
が
あ
る

よ
う
だ
。
大
韓
一
帝
一
園
期
は
失
敗
し
た
開
設
濁
裁
、
あ
る
い
は
未
設
の
開
設
濁
裁

で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
明
治
維
新
期
の
開
溌
濁
裁
、
植
民
地
期
の
開

設
濁
裁
、
さ
ら
に
は
今
ま
さ
に
ア
ジ
ア
の
開
設
途
上
国
の
い
く
つ
か
の
園
が
選

ん
で
い
る
道
で
も
あ
る
。
開
設
の
側
面
と
濁
裁
の
側
面
を
、
歴
史
的
背
景
を
踏

ま
え
ど
う
統
一
的
に
評
債
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

従
来
大
韓
一
帝
園
期
の
皇
一
帝
権
力
の
-
評
債
に
つ
い
て
は
、
「
光
武
改
革
」
論
争

と
し
て
肯
定
的
見
解
と
否
定
的
見
解
が
分
か
れ
、
い
ま
だ
に
評
僚
が
定
ま
っ
て

い
な
い
。
改
め
て
そ
の
論
争
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
経
済
面
で
見
る
か
政
治

権
力
面
で
見
る
か
に
よ
っ
て
-
評
債
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
濁
立
協
曾
の
民
惜
世

論
評
債
で
は
一意
見
が
別
れ
る
が
、
皇
権
強
化
批
剣
と
い
う
熟
で
は
一
致
し
、
経

済
的
に
は
近
代
化
が
政
府
事
業
と
し
て
も
民
聞
で
も
あ
る
程
度
寅
現
さ
れ
た
と

い
う
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
須
川
設
は
こ
の
経
済
的
に
は
肯
定
的
に
評

償
す
る
従
来
の
設
と
は
異
な
り
、
少
な
く
と
も
商
工
業
函
で
は
批
剣
的
な
厳
し

い
評
債
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
大
韓
帯
園
期
の
舎
祉
は
大
部
分
特
権
曾

祉
で
、
自
害
帝
権
力
や
官
僚
事
業
家
の
諸
事
業
と
の
関
わ
り
方
は
税
上
納
と
特
権

付
輿
と
い
う
欝
来
の
形
に
過
ぎ
ず
、
鐙
系
的
産
業
育
成
策
に
関
心
は
無
く
、
自

ら
の
致
富
を
困
る
も
の
だ
っ
た
と
手
厳
し
い
。
だ
が
こ
れ
は
近
年
の
舎
祉
令
の

研
究
成
果
と
符
合
す
る
部
分
も
あ
る
。
小
林
英
夫
、
木
村
健
二
、
幸
野
保
典
者

『
植
民
地
へ
の
企
業
進
出
1

朝
鮮
曾
祉
令
の
分
析
』
〈
柏
書
一
一
房
、
一
九
九
四
年

三
月
〉
で
は
、
統
監
府
下
の
大
韓
-
帝
園
期
一
九

O
六
年
の
禽
社
規
則
、
植
民
地

下
一
九
一

O
年
の
舎
祉
令
の
質
施
前
後
の
舎
祉
事
例
を
分
析
し
、
特
に
質
施
蛍

-209ー
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初
朝
鮮
人
設
立
申
請
曾
祉
の
大
部
分
が
不
許
可
に
な
る
が
、
そ
れ
は
特
援
を
政

府
よ
り
下
付
さ
れ
て
濁
占
的
営
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
が
大
部
分

で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
、
須
川
氏
が
分
析
し
た
生
糸
輪
出
事
業
は
、
大
韓
一
帝
園
期
の
も
の
で
は

な
く
甲
午
改
革
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
大
韓
一
帝
園
期
の
考
察
針
象
と
な
っ
た
曾

祉
の
事
例
は
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
光
武
年
聞
に
は
そ
れ
以
外
に
も
数
多
く

の
禽
祉
が
設
立
さ
れ
て
お
り
〈
安
乗
治
『
朝
鮮
社
舎
の
構
造
と
日
本
一
帝
園
主

義
』
龍
渓
書
合
、
一
九
七
七
、
第
五
章
の
開
港
後
設
立
さ
れ
た
舎
祉
・
企
業
一

覧
表
参
照
て
そ
れ
ら
の
舎
祉
の
寅
設
的
事
例
分
析
の
進
展
が
釜
ま
れ
る
。

著
者
が
本
書
で
理
論
化
、
陸
系
化
し
よ
う
と
し
た
大
き
な
意
園
に
刺
激
さ

れ
、
や
や
過
大
な
要
望
、
批
評
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

書
評
を
書
き
な
が
ら
、

一
九
八

0
年
代
に
寅
設
的
研
究
が
進
ん
だ
と
は
い
え
、

ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
こ
と
を
痛
感
し
た
。
今
後
こ
の
分
野
の
個
別
賞
謹
研
究
の

さ
ら
な
る
進
展
が
望
ま
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
朝
鮮
朝
商
業
分
野
の
研
究
の
乏
し

い
中
で
、
久
し
ぶ
り
に
現
れ
た
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
り
、
現
在
ま
で
の
こ
の

分
野
の
研
究
の
到
達
黙
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
細
部
に
わ
た
っ
て
様
々
な
論
貼

を
提
起
し
問
題
意
識
を
喚
起
さ
れ
る
好
著
で
あ
る
。
評
者
の
浅
摩
の
た
め
に
、

あ
る
い
は
誤
解
し
た
黙
や
理
解
の
不
十
分
な
黙
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

御
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

〔
附
記
〕
脱
稿
後
、
本
書
に
到
す
る
六
反
田
塑
氏
の
書
評
が
、
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
『
ア
ジ
ア
経
済
』
六
|
二
〈
一
九
九
五
年
十
一
月
)
に
存
在
す

る
こ
と
を
知
っ
た
。
批
評
部
分
で
本
稿
と
の
捉
え
方
の
這
い
も
あ
り
、
併
せ

て
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
お
勤
め
す
る
。

菊
剣

一
九
九
四
年
七
月
東
京
大
皐
出
版
舎

三
三
四
貰
+
索
引
一

O
頁
七
八
二
八
園
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